
 事務職員（会計年度任用職員）募集要項  
 

１ 勤務内容  就学援助審査及び支給に関する書類の整理、データの入力作業等 

 

２ 勤務場所  荒川区役所 本庁舎３階 荒川区教育委員会事務局学務課学事第二係 

 

３ 応募資格  簡単なパソコン操作ができ、地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない方 

 

４ 募集人員   ２名 

 

５ 任用期間  令和８年５月１０日～７月１１日（計４５日） 

       （月ごとの内訳 ５月：１５日、６月：２２日、７月：８日） 

     ※ 採用後１か月は条件付き採用となります。ただし、任用後１か月の勤務日数が１５日に達し

   ない場合は、その日数が１５日に達するまで延長します。 

 

６ 勤務時間  午前９時００分～午後５時００分（１日７時間勤務 休憩６０分） 

 

７ 休  日  土日祝日 

 

８ 報酬時間額  １，４９６円 

     ※ 翌月１５日に支給、１５日が休日等になる場合はその前日に支給します。 

     ※ 給与関係の条例、規則等の定めるところにより、交通費相当（限度額あり）を支給します。 

     ※ 上記金額には所得税及び社会保険料の本人負担を含みます。 

     ※ 採用までに給与改定等が行われた場合は、その額によります。 

 

９ 福利厚生  雇用保険加入、年次有給休暇（３日）、夏季休暇（４日） 

 

10 服 務  地方公務員法に規定する服務の各規程を適用 

 

11 選考方法  面接及び実技試験（データ入力等） 

 

12 応募方法  次の書類を持参又は郵送（簡易書留）してください。なお、応募書類は返却いたしません。 

     （１）直近３か月以内の顔写真を貼付した履歴書（市販の様式のもの） 

     （２）宛先を記入し、１１０円切手を貼付した返信用封筒（定型サイズで長形３号） 

     ※ 郵送の場合、封筒の表面に「採用選考書類在中」と朱書きしてください。なお、簡易書留に

   よらないものの事故については、当方では一切の責任を負いません。 

     ※ 個人情報については、選考及び採用以外の目的には一切使用しません。 

 

13 応募締切  令和８年３月３１日（火曜日） 

     ※ 郵送は必着、持参の場合は午後５時１５分まで。 

     ※ 別途、面接日時・会場をお知らせします。 

 

14 結果通知  面接終了後、おおむね２週間以内に郵送で書面により通知 

 

15 応募・問合せ先  荒川区教育委員会事務局学務課 就学援助事務職員採用担当 

        〒１１６‐８５０１ 荒川区荒川２‐２‐３ 電話０３‐３８０２‐３１１１（内線３３３７） 

        平日午前８時３０分から午後５時１５分まで 



 

 

―地方公務員法第１６条（欠格条項）― 

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考

を受けることができない。 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に処せ

られた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 


